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平 成 年
月 日

（火曜日）

告

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
三

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

山
口
県
規
則
第
九
十
五
号

山
口
県
障
害
者
施
策
推

る
規
則

山
口
県
障
害
者
施
策
推
進
協

号
）
第
二
条
の
規
定
の
施
行
期

第
三
百
一
条
第
一
号
の
表
中

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
障
害
者
施
策
推
進
協

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

山
口
県
規
則
第
九
十
四
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭

る
。

山
口

示

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次

山
口

進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す

議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

日
は
、
平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第

ら
施
行
す
る
。

議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

山
口

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
三
年
山
口
県
規
則
第
十
五

一

県
知
事

二

井

関

成

四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た

県
知
事

二

井

関

成

る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定

例
（
平
成
十
七
年
山
口
県
条
例
第

と
す
る
。

二
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る

県
知
事

二

井

関

成

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す旨 め十 規 す

規

則

告

示
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社
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議
会

山
陽名

山 口

居名
社
会
賜
財

社
会

野
田

（定期）県 報

社
会
小
野

福
祉

社
会

山
陽
祉
協

山
陽

有
限
ら
介

第 号

居氏称
社
会

小
野

福
祉

社
会
山
陽
祉
協

中
央
総
合
病
院

厚
狭

会

号

福
祉
法
人
山

社
会
福
祉
協

厚
狭
郡
山
陽
町
大

字
鴨
庄
九
二

町

〃

〃

大

字
厚
狭
五
〇
三

介

護

療

養

型

称

所

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
恩

団
済
生
会

東
京
都
港
区
三
田

一
丁
目
四
番
二
八

号

福
祉
法
人
小

市
社
会
福
祉

小
野
田
市
千
代
町

一
丁
目
二
番
二
八

福
祉
法
人

田
市
社
会

協
議
会

小
野
田
市
千
代

町
一
丁
目
二
番

二
八
号

さ小浴

福
祉
法
人

町
社
会
福

議
会

厚
狭
郡
山
陽
町

大
字
鴨
庄
九
二

山祉

町

〃

〃

大
字
厚
狭
五
〇

三

山護ン

会
社
さ
く

護

下
関
市
長
府
満

珠
町
四
二
の
三

五

さサ

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人

田
市
社
会

協
議
会

小
野
田
市
千
代

町
一
丁
目
二
番

二
八
号

さ小護

福
祉
法
人

町
社
会
福

議
会

厚
狭
郡
山
陽
町

大
字
鴨
庄
九
二

山祉
郡
山
陽
町
大
字
厚
狭
五
〇
三

号

山
陽
町
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー

厚
狭
郡

字
鴨
庄

山
陽
町
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〃字
厚
狭

医

療

施

設

在

地

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

済
生
会
下
関
総
合

病
院
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

下
関
市

丁
目
四

さ
わ
や
か
社
協
小

野
田

小
野
田

一
丁
目

わ
や
か
社
協

野
田
訪
問
入

介
護
事
業
所

小
野
田
市
千
代

町
一
丁
目
二
番

二
八
号

陽
町
社
会
福

協
議
会

厚
狭
郡
山
陽
町

大
字
鴨
庄
九
二

陽
町
訪
問
看

ス
テ
ー
シ
ョ

〃

〃

大
字
厚
狭
五
〇

三

く
ら
デ
イ

ー
ビ
ス
長
府

下
関
市
長
府
逢

坂
町
四
番
七
八

号

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

わ
や
か
社
協

野
田
訪
問
介

事
業
所

小
野
田
市
千
代

町
一
丁
目
二
番

二
八
号

陽
町
社
会
福

協
議
会

厚
狭
郡
山
陽
町

大
字
鴨
庄
九
二

平
成
一
七
、

三
、
二
一

山
陽
町
大

九
四

〃

〃

〃

〃

大

五
〇
三

〃

〃

〃

廃

止

年

月

日

業
所

廃
止
年
月
日

在

地

貴
船
町
三

番
一
号

平
成
一
七
、
三
、
三
一

市
千
代
町

二
番
二
八

〃

〃

二
一

訪
問
入

浴
介
護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

訪
問
看

護

〃

〃

〃

通
所
介

護

平
成
一
六
、
〃

三
一

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

訪
問
介

護

平
成
一
七
、

三
、
二
一

〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
五

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

〃〃

〃

〃

〃〃〃

〃

山
陽
小
野
田
市

〃大
字
厚
狭
五

三

有
限
会
社
さ
く

ら
介
護

下
関
市
長
府

珠
町
四
二
の

五

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人

山
陽
小
野
田
市

社
会
福
祉
協
議

会

山
陽
小
野
田

千
代
町
一
丁

二
番
二
八
号

〃

〃〃〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
四

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

山
口

小
野
田

千
代
町
一

二
番
二
八

さ
わ
や
か
社
協

山
陽

〃大
字
鴨
庄

〇

山
陽
小
野
田
市

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

〃大
字
厚
狭

三

満三

さ
く
ら
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
長
府

下
関
市
長

浦
町
三
番

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

市目

さ
わ
や
か
社
協

小
野
田

山
陽
小
野

千
代
町
一

二
番
二
八

さ
わ
や
か
社
協

山
陽

〃大
字
鴨
庄

さ
わ
や
か
社
協

〃

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

山
口

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

丁
目
号

浴
介
護

〃

〃

九
二

〃

〃

〃

〃

五
〇

訪
問
看

護

〃

〃

〃

府
浜

一
号

通
所
介

護

平
成
一
六
、

四
、

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地田
市
丁
目
号

訪
問
介

護

平
成
一
七
、
三
、
二

九
二

〃

〃

〃

〃

訪
問
入

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

二

、 一 二 、



平成

「
周

年 月 日 火曜日

山
農

十
九

山 口 県

介
護名

山
陽
院

（定期）報

社
会
陽
小

福
祉

〃山
生

第 号

居名
社
会

賜
財

山
陽

南
市
」
の
下
に
「
、
山
陽
小
野
田

口
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

業
災
害
補
償
法
第
十
六
条
第
一
項

年
山
口
県
告
示
第
六
十
八
号
）
の

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

「
、
豊
浦
郡
、
美
祢
郡
及
び
大
津
郡

扶
助
の
た
め
の
施
設
介
護
を
担
当

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

介

護

療

養

型

称

所

小
野
田
市
立
山
陽
市
民
病

山
陽

福
祉
法
人
山

野
田
市
社
会

協
議
会

〃

千

代
町
一
丁
目
二
番

二
八
号

〃

〃
〃

〃

口
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
恩

団
済
生
会

東
京
都
港
区
三
田

一
丁
目
四
番
二
八

号

小
野
田
市

山
陽
小
野
田
市
大

字
厚
狭
五
〇
三

市
」
を
加
え
、
「
、
厚
狭
郡
」

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
基
準
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

山
口
県
知

」
を
「
及
び
美
祢
郡
」
に
改
め

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

医

療

施

設

在

地

小
野
田
市
大
字
厚
狭
五
〇
三

総
合
生
活
福
祉
支

援
セ
ン
タ
ー
小
野

田

〃代
町
一

二
八
号

総
合
生
活
福
祉
支

援
セ
ン
タ
ー
山
陽

〃字
鴨
庄

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

済
生
会
下
関
総
合

病
院
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

下
関
市

丁
目
五

山
陽
小
野
田
市
訪

問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

山
陽
小

字
厚
狭

を
削
る
。

設
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
三

。事

二

井

関

成

、
「
、
小
野
田
市
」
を
削
り
、

定
し
た
。

事

二

井

関

成

指

定

年

月

日

平
成
一
七
、

三
、
二
二

千

丁
目
二
番

〃

〃

〃

大

九
四

〃

〃

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

業
所

指
定
年
月
日

在

地

安
岡
町
八

番
一
号

平
成
一
七
、

四
、

一

野
田
市
大

五
〇
三

〃

三
、
二
二

市
町
村
名

玖
珂
町

〃〃
二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
六
月
十
五
日

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備

九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二

当
で
あ
る
と
決
定
し
た
の
で
、

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
決
定

に
供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

一

事
業
の
内
容

福
栄
土
地
改
良
区

岩
国
市
麻
里
布
土
地
改
良
区

公

（
三
三
二
）
市
町
村
が
行
う
土

次
の
市
町
村
が
行
う
土
地
改

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
八

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

土
地
改
良
区
の
名
称

施
行
地
区

上
谷
地
区

用

〃

ほ

〃

暗

か
ら
同
年
七
月
四
日
ま
で

課 第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に

に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及

山
口

平
成
一
七
、

六

〃

〃

告

地
改
良
事
業
の
施
行
の
協
議
に
係

良
事
業
の
施
行
の
協
議
は
、
土
地

号
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

と
お
り
認
可
し
た
。

山
口

認

可

年

月

三

事
業
の
種
類

排
水
施
設
の
改
修

場
の
整
備

き
ょ
排
水

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第

び
条
例
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦

県
知
事

二

井

関

成

、

三〃

る
決
定

改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土

県
知
事

二

井

関

成

日

適六覧 百 地

公

告



平成 年 月 日 火曜日

三（
三都

関
す

山 口

下
関

お
い

一二

（定期）県 報

二
画

（
三土

第 号

（
三土

県
営

い
ま

一

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

平
成
十
七
年
六
月
十
五
日
か
ら
同

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備
課

三
五
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

市
道
市
地
区
（
第
二
換
地
区
）
の

て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

下
関
市
道
市
地
区
（
第
二
換
地
区

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

換
地
処
分
の
内
容

県
営
豊
浦
第
二
地
区
ほ
場
整
備
事

の
と
お
り

三
四
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

三
三
）
県
営
豊
浦
第
二
地
区
ほ
場

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

豊
浦
第
二
地
区
ほ
場
整
備
事
業
の

し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

換
地
処
分
の
年
月
日

山
口
県
知

年
七
月
四
日
ま
で

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

換
地
計
画
を
適
当
で
あ
る
と
決

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

山
口
県
知

）
換
地
計
画
書
の
写
し

業
（
第
五
の
三
換
地
区
）
換
地

第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
二
条

整
備
事
業
（
第
五
の
三
換
地
区

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

施
行
に
係
る
第
五
の
三
換
地
区

山
口
県
知

事

二

井

関

成

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
換
地
計

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

）
の
換
地
処
分

の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行

事

二

井

関

成

産
水

県
口
山
党
主
民
由
自

部
支

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

体
団
治
政

名
の

体
団

治
政

自
名

氏
の

者
表
代

称
名

の

市
関
下
県

口
山
党
主
民
由

正
野
上

博
藤
伊

部
支
二
第

昭
正

野
上

会
援
後
昭

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

吉
敷
郡
小
郡
町
大
字
下
郷

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

広
島
市
中
区
小
町
三
番
一

株
式
会
社
エ
ネ
ル
ギ
ア

選
挙
管

中
田

者
表

代

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

責
計
会

新
項

事
動

異
称

異

務
事

る
た

主
名
氏
の
者

任

市
関
下

等
田
山

在
所
の

所

美
正

田
武

３
番
５
町
戸

唐

厚
字
大

市
田

野
小

陽
山

１
の

示
第
九
十
三
号

示
第
九
十
二
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

域
の
名
称

字
塚
田
及
び
字
沖
田

住
所
及
び
氏
名

九
号

不
動
産

理
委
員
会

成
平

雄
哲

岡
永

傳

、
５
、

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

委
員
長

福

田

隆

司考
備

旧

容
内

動

日
月
年
出

届
）

項
事
の
他
の
そ

地
日
月
年
出

届
）

成
平

号
、
５
、

９
〃

〃
狭 六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

委
員
長

福

田

隆

司考
備

四

が が

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県

平
各
候

は
、

（定期）報

の
野

分
十山

第 号

川
石

川
井

成
十
七
年
三
月
二
十
七
日
執
行
の

補
者
の
出
納
責
任
者
か
ら
提
出

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日

る
め

求
を

明
説

と
報

情
な

会
花

会）
会

援
後

勝
正

永
清

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

会
援
後

信
宜

会
援
後

正
成

山
口
県
議
会
下
関
市
選
挙
区
選

さ
れ
た
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

明
説

と
報

情
な

分
十

称
名

南
周

所
務

事

会
る

め
求
を

番
４

目
丁

２
陽

花
市

号
第
九
十
四
号

辻
〃

信
友

森
者

任
責
計

会

山
葉
市

松
下

所
務

事

保
村目

丁
２

の

有
字
大

市
田

野
小

陽
山

〃
帆

２
の

出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
い
て
、

及
び
支
出
の
報
告
書
の
要
旨

長

福

田

隆

司

分
十
る
わ

係
に
併
合
町
陽

る
め

求
を
明
説
と
報

情
な

見
戸
瀬
市
南
周

〃
〃

〃

会番
１
町

原
浅

義
信

子
金

２
〃

〃
号

〃
〃

好
輝番
６
目
丁

１
柳
青
市
松
下

泊
高
東

字
大
市
田
野
小

号山
・
市
田
野
小

９
〃

〃

五



平成 年 月 日 火曜日 山 口

公職の候補者の選挙運動に

（定期）県 報

関する収支報告書要旨

第 号

１

２

３

選挙の種類 平成 年３月

公職選挙法の規定による選挙

報告書の要旨

候 補 者 氏 名 磯 部

出納責任者氏名 磯 部

日執行山口県議会下関市

運動に関する支出の金額の

信 子 所属党派 無

信 子

選挙区選出議員補欠選挙

制限額（法定選挙運動費用額

所 属

期 間
平成

同年３

）

円

年２月 日から
第１回分

月 日まで

主

（

収 入

たる寄附
氏 名
団 体 名） （職業） （寄附額）

円

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

円

そ

そ

今

前

総

の他の寄附 件

の他の収入

回 計

回 計

計

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

雑 費

今 回 計

前 回 計

総 計

主

報 告 書 受 理 年 月 日

候 補 者 氏 名 伊 藤

出納責任者氏名 鈴 木

収 入

たる寄附

平成 年４月 日

博 所属党派 自

由 男

第１回報告分

由 民 主 党

期 間
平成

同年４

支 出

人 件 費

年２月 日から
第１回分

月５日まで

円

（
自

自

岡

氏 名
団 体 名） （

由民主党下関支部

由民主党山口県支部連合会

本美三子 無

職業） （寄附額）

円

職

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

そ

そ

今

前

総

の他の寄附 件

の他の収入

回 計

回 計

計

報 告 書 受 理 年 月 日 平成 年４月 日

休 泊 費

雑 費

今 回 計

前 回 計

総 計

第１回報告分

六



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

候

出納

収

主た

（氏団

補 者 氏 名 伊 藤

責任者氏名 鈴 木 由

入

る寄附
名

体 名） （職業

博 所属党派 自 由

男

） （寄附額）

円

支

人

家

選

集

民 主 党
収入又は支
出の年月日 平成

出

件 費

屋 費

挙事務所費

合会場費

年４月 日 第２回分

円

その

その

今

他の寄附 件

他の収入

回 計

通

交

印

広

文

食

休

雑

今

信 費

通 費

刷 費

告 費

具 費

糧 費

泊 費

費

回 計

前

総

報

候

出納

回 計

計

告 書 受 理 年 月 日 平

補 者 氏 名 佐々木 信

責任者氏名 佐々木 信

前

総

成 年４月 日

夫 所属党派 無

夫

回 計

計

第２回報告分

所 属

期 間
平成 年３

同月 日ま

月 日から
第１回分

で

収

主た

（氏団
佐々

入

る寄附
名

体 名） （職業

木登美子 会 社

） （寄附額）

円
員

支

人

家

選

集

通

交

印

出

件 費

屋 費

挙事務所費

合会場費

信 費

通 費

刷 費

円

その

その

今

前

総

他の寄附 件

他の収入

回 計

回 計

計

広

文

食

休

雑

今

前

総

告 費

具 費

糧 費

泊 費

費

回 計

回 計

計

七

報 告 書 受 理 年 月 日 平成 年４月 日 第１回報告分



平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

主

（
日

候 補 者 氏 名 田 中

出納責任者氏名 池之上

収 入

たる寄附
氏 名
団 体 名） （

本共産党山口県西部地区委員会

正 美 所属党派 日

博

職業） （寄附額）

円

本 共 産 党

期 間
平成

同年４

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費

年３月 日から
第１回分

月９日まで

円

稲

大

木

久

西

そ

そ

今

葉 重利 無

田 隆二 無

佐木大助 団

保 照美 無

岡 広伸 団

の他の寄附 件

の他の収入

回 計

職

職

体職員

職

体職員

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

雑 費

今 回 計

前

総

回 計

計

報 告 書 受 理 年 月 日

候 補 者 氏 名 田 中

出納責任者氏名 池之上

平成 年４月 日

正 美 所属党派 日

博

前 回 計

総 計

第１回報告分

本 共 産 党
収入又は支
出の年月日 平成 年４月 日 第２回分

主

（

収 入

たる寄附
氏 名
団 体 名） （職業） （寄附額）

円

支 出

人 件 費

家 屋 費

選挙事務所費

集合会場費

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

円

そ

そ

今

前

総

の他の寄附 件

の他の収入

回 計

回 計

計

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

雑 費

今 回 計

前 回 計

総 計

報 告 書 受 理 年 月 日 平成 年４月 日 第２回報告分

八



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

候

出納

収

主た

（氏団

補 者 氏 名 吉 村 親

責任者氏名 吉 村 親

入

る寄附
名

体 名） （職業

房 所属党派 無

房

） （寄附額）

円

支

人

家

選

集

所 属

期 間
平成 年３

同年４月１

出

件 費

屋 費

挙事務所費

合会場費

月８日から
第１回分

日まで

円

その

その

今

他の寄附 件

他の収入

回 計

通

交

印

広

文

食

休

雑

今

信 費

通 費

刷 費

告 費

具 費

糧 費

泊 費

費

回 計

前

総

報

回 計

計

告 書 受 理 年 月 日 平

前

総

成 年４月１日

回 計

計

第１回報告分

九



平
成
十

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日
印
刷

七
年
六
月
十
四
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


